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１ 高潮浸水想定区域図の作成について 

 

東京都における高潮浸水想定区域図は、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が海岸

や河川から発生した場合に想定される浸水の危険性について、都民の皆様にお知らせし、

避難等の対策を講じていただくことを目的として作成しています。 

この説明資料は、高潮浸水想定区域図をご覧になる際の留意事項や専門用語等をまと

めたものです。 

 

（１）高潮とは 

高潮とは、台風や低気圧の接近により、海水面（潮位）が平常時よりも高くなる現象

をいいます。 

潮位が上昇する主な原因は、気圧低下による吸い上げ効果と風による吹き寄せ効果な

どとなっています。（詳細は、p.23「①高潮」をご参照ください。） 

 

（２）東京都におけるこれまでの高潮対策 

東京港は、南西向きに開口部を持ち閉鎖性が高く水深の浅い東京湾の最奥部に位置し

ており、多摩川、隅田川、荒川、江戸川などの大河川や多くの中小河川が注ぎ込んでい

ます。 

また、区部東部や沿岸部には、地盤高の低い土地が広がっています。 

このため、これらの地域では、台風の接近や強い南風等により、高潮の影響を受けや

すい状況となっています。 

このような特徴から、高潮による被害を過去に繰り返し受けており、中でも、大正 6

年 10 月の台風（大正 6年台風）、昭和 24 年 8 月の台風（キティ台風）では、大規模な浸

水被害が発生しました。 

  

 

東京都は、高潮による被害から都民の皆様の生命や財産、首都の中枢機能を守るため、

昭和 9 年に総合高潮防御計画を策定し、高潮対策事業を開始して以降、計画を改定、増

補しながら、さまざまな高潮防御施設の整備を進めてきました。 

現在の整備水準では、昭和 24 年 8 月のキティ台風や、昭和 34 年 9 月に名古屋地方を

襲い国内で最大の高潮被害をもたらした伊勢湾台風等を教訓として、伊勢湾台風と同規

模の台風が、東京湾に最も被害をもたらすコースを進んだ場合に発生する高潮に対応す

ることとしています。 

これまでに、東京を第一線で防護する海岸や河川の防潮堤や水門等は、概ね整備が完

大正 6 年 10 月 木挽町（現在の銀座付近） 昭和 24 年 8 月 錦糸町 
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了し、一定の安全性が確保されています。 

また、平成 24 年からは、平成 23 年 3 月の東日本大震災を踏まえた施設の耐震化や耐

水化等を進めています。 

 

（３）水防法の改正について 

近年、海外においては、平成 17 年 8 月にアメリカ合衆国を襲った「ハリケーン・カト

リーナ」や平成 25年 11 月にフィリピンを襲った台風第 30号（ハイエン）のように、大

規模な高潮災害が発生しています。 

こうした背景を踏まえ、多発する浸水被害に対応するため、平成 27年 5月に水防法が

改正されました。 

この法律において、想定し得る最大規模の高潮に対する避難体制等の充実・強化を図

るため、想定し得る最大規模の高潮に係る浸水想定区域を公表する制度が新たに創設さ

れました。 

 

（４）高潮浸水想定区域図について 

東京都における高潮浸水想定区域図は、東京湾沿岸（東京都区間）において、水防法

の規定により定められた想定し得る最大規模の高潮による氾濫が海岸や河川から発生し

た場合に、東京都内において浸水が想定される区域（高潮浸水想定区域）、想定される浸

水の深さ、継続時間を示したものです。 

作成に当たっては、令和 5 年 4 月に国が改定した「高潮浸水想定区域図作成の手引き

Ver.2.11」に基づくとともに、東京都が設置した「東京都における高潮浸水想定区域等

検討委員会」において海岸防災等の専門家からご助言をいただきながら検討を進め、そ

の結果をとりまとめました。 
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「東京都における高潮浸水想定区域等検討委員会」構成 

◎ 磯部 雅彦 高知工科大学名誉教授・東京大学名誉教授 

○ 山田 正 中央大学 研究開発機構 教授 

 田島 芳満 東京大学工学系研究科社会基盤学専攻 教授 

 室永 武司 

（吉岡 大藏） 

（田中 克直） 

（奥田  晃久） 

国土交通省 水管理・国土保全局 海岸室長 

 上原 修二 

（神谷 昌文） 

（西村 拓） 

国土交通省 港湾局 海岸・防災課長 

 吉田 貴弘 

（土井内 則夫） 

東京管区気象台 気象防災部 気象防災情報調整官 

 （水野 孝則） 

（杉本  悟史） 

国土交通省 気象庁 大気海洋部 気象リスク対策課長 

 （鎌田  浩嗣） 国土交通省 気象庁 大気海洋部 環境・海洋気象課 海洋気象情報室長 

 川﨑 将生 

（松木 洋忠） 

（福濱 方哉） 

国土技術政策総合研究所 河川研究部長 

 吉江 宗生 

（酒井 浩二） 

（淺井 正） 

（森木 亮） 

国土技術政策総合研究所 港湾・沿岸海洋研究部長 

 髙川 智博 

（河合 弘泰） 

港湾空港技術研究所 沿岸水工研究領域津波高潮研究グループ長 

 田代 則史 

（八嶋 吉人） 

（芝崎 晴彦） 

東京都 総務局 総合防災部 防災計画担当部長 

 小木曽 正隆 

（周郷 友義） 

東京都 建設局 河川防災担当部長 

 佐藤 賢治 

（村田 拓也） 

（片寄 光彦） 

東京都 港湾局 港湾整備部長 

  ◎：委員長、○：副委員長 （  ）は前任者 【敬称略】 
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２ 留意事項 

  

東京都における高潮浸水想定区域図は、東京湾沿岸（東京都区間）において、水防法

の規定により定められた想定し得る最大規模の高潮による氾濫が海岸や河川から発生し

た場合に、東京都内において浸水が想定される区域（高潮浸水想定区域）、想定される浸

水の深さ、継続時間を表示した図面です。 

浸水の深さや継続時間については、高潮による浸水の状況を複数のケースでシミュレ

ーションを実施し、それらの結果から、各地点において最大となる深さや最長となる継

続時間を表示しています。 

なお、浸水の深さは、地盤面を基準にしています。 

 

高潮浸水想定区域図をご覧になる際には、次の事項にご注意ください。 

 

○高潮の影響が極めて大きくなる台風を想定していること 

  ・台風の中心気圧は、日本に上陸した既往最大規模の台風である室戸台風（昭和９年）

を基本とし、910hPa としています。 

この台風が東京湾の周辺を通過する確率は、1,000～5,000 年に１回と想定されてい

ます。 

  ・台風の移動速度が速いほど風速が大きくなるため、潮位偏差が大きくなります。 

   今回の浸水想定では、伊勢湾台風を基本とし、73km/h で一定のまま移動することと

しています。 

  ・高潮による浸水の範囲や深さ、継続時間は、台風が通過する経路によって変化する

ことから、複数の経路を想定しています。 

 

○河川における洪水を見込んでいること 

  ・台風による降雨を想定し、主要な河川においては、河川流量を設定し、想定最大規

模の高潮と同時に計画規模の洪水が発生することを想定しています。 

・想定最大規模の高潮と想定最大規模の洪水が同時に発生することは、それぞれの発

生する確率が極めて小さいこと等から、想定していません。 

 

○堤防等の決壊を想定していること 

  ・海岸保全施設や河川管理施設である堤防等は、最悪の事態を想定し、潮位（水位）

や波が一定の条件に達した段階で決壊するものとして扱っています。 

  ・堤防等が決壊する条件については、具体的にどのような条件まで施設が機能するか

十分な知見が得られていないため、今回の浸水想定においては、複数の決壊条件を

設定しています。 

・決壊後は、周辺地盤の高さと同様の地形として扱っています。 

  ・地震により堤防等に影響が生じている状態での氾濫は想定していません。 
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○排水施設の機能不全等を考慮していること 

  ・浸水した水を排除する施設（排水機場等）の水没や広域的な停電により、各施設の

機能が停止する可能性を考慮しています。 

  ・台風に伴う降雨は、河川を流下する洪水として考慮しており、下水道やその他の排

水施設により雨水を排水できないこと等による浸水は考慮していません。 

 

○これまでの海岸保全施設や高潮の影響を受ける河川施設の整備状況等を踏まえたもの

であること 

  ・地形図は、平成 26～令和元年度に測量したデータを使用しています。 

  ・令和４年３月末時点の高潮対策施設、高潮の影響を受ける河川の河道、洪水調節施

設の整備状況（一部、工事中を含む）をもとにしています。 

  ・このため、その後の海岸保全施設等の整備の状況や土地利用の変更、大規模な構造

物の建設、地形の大規模な改変等により、浸水する区域や浸水の深さ、浸水継続時

間が変わる可能性があります。 

  ・なお、地下鉄の入口、地下を有するビルの階段、エレベーター及び換気口等が、図

に表示している浸水の深さより低い位置にある場合、地下空間が浸水するおそれが

ありますが、地下街、地下鉄、アンダーパス等の地下空間、管きょ等への流水の侵

入やこれらを通じた浸水の広がり等の影響は考慮していません。 

  ・高潮や強風によって船舶が漂流したり、高潮氾濫によって車両や瓦礫などの漂流物

が発生したりするおそれがありますが、堤防や水門などの海岸保全施設および河川

施設については、漂流物による損傷や機能への影響（漂流物によって水門が被害を

受け水門が開放できないことにより浸水継続時間が長くなるといった影響等）、ある

いは市街地の建築物等への影響や被害については考慮しておりません。 

 

○現在の学術的、科学的な知見により作成したものであること 

  ・高潮浸水シミュレーションは、計算規模や解析精度等の制約から、予測結果には誤

差が存在し、再現できる現象にも制限があります。 

  ・現在の技術的な知見に基づき、既往最大規模の台風をもとに、想定し得る最大規模

の高潮による浸水の状況を数値計算により推定しましたが、実際には、これよりも

大きな高潮が発生する可能性もあります。 

  ・また、台風の通過時刻と天文潮位との関係等、各種要因により計算の前提条件が異

なる場合、浸水する区域や浸水の深さ、浸水継続時間が変わる可能性があります。 

  ・地球温暖化に伴う気候変動により懸念されている海面上昇は見込んでいません。 

 

○その他の留意点 

  ・地盤高が満潮面より低い地域では、堤防等が決壊した場合、台風の通過後でも、堤

防等を復旧する等の対策が進むまでは、日々の潮位変化によって、浸水が継続する

場合があります。 

  ・避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報や、今後各区が作成するハザー

ドマップ等を活用してください。 
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  ・今後、数値の精査や表記の改善等により、修正する場合があります。 

 

 計算条件等の詳細は、１０ページ以降の「４ 外力条件の設定」、「５ 堤防等の決壊条

件の設定」、「６ 高潮浸水シミュレーション条件の設定」、「７ 排水条件の設定」をご覧

ください。  
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３ 記載事項 

３.1 水防法に基づく高潮浸水想定区域図 

高潮浸水想定区域図には、以下の情報を記載しています。 

・浸水が想定される区域 

・浸水が想定される区域のうち水防法第十四条の三に基づき指定する区域 

・浸水した場合に想定される最大となる浸水の深さ 

・浸水した場合に想定される最長となる浸水の継続時間 

 

（１）浸水の区域、浸水した場合に想定される最大となる浸水の深さ 

高潮浸水シミュレーションを複数のケースで実施し、それらの結果から各地点におい

て最大となる浸水の深さを抽出し、浸水の区域、最大となる浸水の深さが表示されるよ

う作成しています。 

 

 

図－１ 最大となる浸水の深さの算出 

 

（２）浸水した場合に想定される最長となる浸水の継続時間 

高潮浸水シミュレーションを複数のケースで実施し、各地点における浸水の継続時間

のうち最長となる時間を、その地点における浸水の継続時間としています。 

浸水の継続時間の目安となる浸水の深さは、避難が困難となり孤立する可能性のある

水深である 0.5ｍを基本とし、この水深以上の深さが継続する時間を表示しています。 

 

 

図－２ 浸水の継続時間の算出 

 

ケース１ ケース２

最大包絡

ケース３

0.5 

0 

浸水深 

(m) 

時間 

(分) 

浸水の継続時間 

・・・ 
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（３）浸水が想定される区域のうち水防法第十四条の三※１に基づき指定する区域 

水防法では、高潮により相当な損害を生ずるおそれがある海岸について指定し、高潮

特別警戒水位を定めるとともに、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が発生した場合

に浸水が想定される区域を指定することが規定されています。 

高潮浸水想定区域図は、高潮による海岸からの浸水域だけではなく、高潮の遡上及び

流域に降った雨による水位上昇に起因する河川からの浸水域も着色して表示しています。

降雨を主な原因とする河川からの氾濫については、河川に設置された水位計の観測値に

もとづき、河川の氾濫危険情報の発表により危険性を周知することが適切と考えられま

す。そのため、洪水予報河川または水位周知河川に指定されている河川については、当

該河川の氾濫危険情報により適切な避難の判断等が可能であるため、高潮特別警戒水位

を設定していませんでした。 

その後、令和３年５月の災害対策基本法の改正により、当初は高潮特別警戒水位を設

定していなかった区域に関しても高潮特別警戒水位を追加で設定しました。 

このことから、高潮浸水想定区域図では、水防法の規定に基づき、高潮特別警戒水位

を設定した 17 区（千代田区、中央区、港区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、

板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、目黒区、荒川区、文京区、台東区、新宿区）にお

いて浸水が想定される区域を表示しています。臨海 6 区（中央区、港区、江東区、品川

区、大田区、江戸川区）においては、東京都の海岸線のうち、海岸保全区域※2 内の範囲

を表示しています。 

高潮特別警戒水位の詳細については、「東京湾沿岸（東京都区間）における高潮特別警

戒水位の設定について」もあわせてご参照ください。 

 

※１ 水防法第十四条の三 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑

かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を

図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて

国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が

発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十三条の三の規定により指定した海岸 

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による

災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

※２ 海岸保全区域の指定範囲については、令和 3年 3月時点のものを反映しています。 

 

 

３.２ 堤防等の施設が決壊しない条件での高潮浸水想定区域図（参考図） 

堤防等の施設が決壊しない条件での高潮浸水想定区域図（参考図）には、以下の情報を

記載しています。 

・浸水が想定される区域 

・浸水した場合に想定される最大となる浸水の深さ 

・浸水した場合に想定される最長となる浸水の継続時間 
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手引きにおいては、水防法に基づく想定最大規模の高潮浸水想定区域図のほか、必要に

応じて、堤防等の施設が決壊しない条件での浸水想定を行うと記載されています。 

仮に堤防等の施設が決壊しなくても越流等により広範囲の浸水が想定され、水平避難等

が必要であることを周知するため、東京都では、水防法に基づく想定最大規模の高潮浸水

想定区域図に加え、堤防等の施設が決壊しない条件での高潮浸水想定区域図も参考図とし

て公表しています（ただし、設計外力以上の外力が発生しても、施設の安全性が確保され

ているということではありません）。 

堤防等が決壊しないシナリオ３（p.14 の表－２参照）で台風の経路が異なる複数のシミ

ュレーションを行い、それらの結果から各地点において最大となる浸水の深さ、最長とな

る浸水の継続時間を抽出し、表示されるように作成しています。 

 

＜留意事項＞ 

この「堤防等の施設が決壊しない条件での高潮浸水想定区域図（参考図）」はあくまでも

参考であり、危機管理・避難体制構築においては、3.1 に記載した「水防法に基づく高潮浸

水想定区域図」を対策の対象とする必要があります。 

3.1 に記載した「水防法に基づく高潮浸水想定区域図」は、堤防の決壊を考慮した複数の

シナリオの浸水深および浸水範囲の最大包絡図であり、堤防が決壊しない「堤防等の施設

が決壊しない条件での高潮浸水想定区域図（参考図）」よりも、浸水深および浸水範囲が大

きくなります。防災対策としては一番危険なケースを包含している「水防法に基づく高潮

浸水想定区域図」を対象とする必要があります。 

 

３.３ 家屋倒壊等氾濫想定区域図（参考図） 

家屋倒壊等氾濫想定区域図には、以下の情報を記載しています。 

・氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域 

 

 手引きにおいて、高潮の浸水によって家屋が倒壊するおそれがある区域をあらかじめ示

しておくことは、適切な水平避難を促すために役立つと記載されています。手引きの趣旨

を踏まえ、水防法に基づく想定最大規模の高潮浸水想定区域図に加え、家屋倒壊等氾濫想

定区域図を参考図として公表しています。 

 

・氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域 

高潮浸水シミュレーションを複数のケースで実施し、それらの結果から各地点におい

て最大となる流体抗力を抽出し、その流体抗力が閾値以上となる地点を氾濫流による家

屋倒壊等氾濫想定区域（家屋倒壊の危険がある区域）として表示されるように作成して

います。 

また、氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域以外の区域であっても高潮による浸水が

想定される区域においては、浸水による被害の可能性があります。このため、家屋倒壊

等氾濫想定区域図（参考図）には、氾濫流による家屋倒壊等氾濫想定区域に加えて、高

潮による浸水が想定される区域も表示しています。 

高潮による浸水が想定される区域内の住民の皆様においては、台風の接近により高潮
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の発生が想定される場合には、関係機関による避難情報や気象情報に従って避難行動を

取って頂くとともに、家屋倒壊等氾濫想定区域（家屋倒壊の危険がある区域）の住民の

皆様につきましては、家屋内での避難は危険ですので、台風による風雨が強まる前に安

全な場所に避難してください。 

 

  

図－３ 氾濫流による家屋倒壊のイメージ 

 

なお、家屋倒壊等氾濫想定区域は、現在の科学的知見を基にシミュレーションを行っ

て設定したものですが、個々の家屋の構造・強度特性等の違いから、この区域の境界は

厳密ではなく、あくまで目安となります。暴風によって屋根や窓などが損傷するなど、

海水の浸入以外の要因により、家屋内での避難に適さない状況になることも想定されま

すので、家屋倒壊等氾濫想定区域の設定の有無にかかわらず水平避難が基本であること

に留意してください。 

 

 

４ 外力条件の設定 

 

（１）想定する台風 

想定する台風は、以下のとおり設定しました。 

 ①想定する台風の規模 

・中 心 気 圧：910hPa（室戸台風級を想定） 

・最大旋衡風速半径（台風の中心から台風の周辺で風速が最大となる地点までの距

離）：75km（伊勢湾台風級を想定） 

・移 動 速 度：73km/h（伊勢湾台風級を想定、台風経路上で一定速度） 

 ②想定する台風の経路 

想定する台風の経路は、東京港において潮位偏差が最大となるよう、過去に東京湾

で大きな潮位偏差を生じた台風や、全国的に大きな被害をもたらした台風を参考とし

て、表－１に示す３方向の台風コースを選定しました。 

さらに、それぞれについて、潮位偏差が最大となる経路を中心に 20km ピッチで平行

移動させて３経路を設定し、図－４に示すように、あわせて９経路を選定しました。 

  

倒壊 流失 
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表－１ 台風コースの選定 

台風 選定理由 

大正６年台風 

（大正６年 10月） 

・明治以降、東京湾において最大規模の潮位偏差（2.1～2.3 m）をもたら

した台風であることから選定 

キティ台風 

(昭和 24 年８月) 

・戦後、東京湾において最大規模の潮位偏差（1.4 m）をもたらした台風で

あることから選定 

伊勢湾台風 

(昭和 34 年９月) 

・大正６年台風、キティ台風の中間的なコースとして、伊勢湾台風のコー

スを平行移動して東京湾に適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 想定する台風の経路 

（①：大正６年台風コース、②：キティ台風コース、③：伊勢湾台風を平行移動さ

せたコース） 
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（２）河川流量 

台風による降雨を想定し、主要な河川では、河川流量を設定しています。 

河川流量は、河川整備基本方針で定める基本高水流量（計画規模の洪水流量）を基本

とし、洪水調節施設等の現況施設を考慮した流量が流下することを想定しています。 

 

（３）潮位 

基準潮位は、朔望平均満潮位（A.P.+2.10m）に異常潮位（A.P.+0.14m）を加えた

A.P.+2.24m とし、高潮の第一波ピークを越え A.P.+2.24m に戻るまでを一定としました。 

浸水継続時間を算定する際に、潮位の干満による自然排水の影響を考慮するため、高

潮の第一波ピークが A.P.+2.24m に低下した時点で、天文潮の時間変化の波形を入れまし

た。 

潮位の変化は、図－５のとおりです。 

 

 
図－５ 台風上陸からの経過時間と潮位  
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５ 堤防等の決壊条件の設定 

 

堤防等は、最悪の事態を想定し、潮位（水位）や波が一定の条件に達した段階で決壊

するものとして扱っています。 

ただし、具体的にどのような条件まで施設が機能するか十分な知見が得られていない

ため、今回は３つのシナリオを設定しています。 

なお、決壊条件に達した場合は、堤防等を周辺地盤の高さと同様の地形として扱って

います。 

 

堤防等は、潮位や波が施設の整備時に定めている設計条件（計画高潮位、計画高水位

など）に達した段階で決壊することを基本としています。 

ただし、都が整備しているスーパー堤防等は、背後の開発と一体的に幅の広い盛土を

行っているため、地形と同様に扱うこととし、決壊しないものとしています。 

また、コンクリート等で築造された堤防等のうち、潮位が堤防等の天端に達するまで

決壊しないことが確認できたものについては、天端を越流する段階等で決壊することと

しています。 

さらに、海岸保全施設である堤防では、堤防を越える波の流量が一定量を超えた段階

で決壊することとしています。 

 

水門等は、その施設の管理者が定めている操作規則どおりに操作されることとし、最

悪の事態を想定し、周辺の堤防等の決壊条件に達した段階で決壊するものとして扱って

います。 

 

防波堤等の沖合施設は、設計波を超えた段階で周辺地盤の高さと同様の地形として扱

っています。 

 

このほか、一部の堤防等の決壊条件を変えたシナリオや、全ての堤防等が決壊しない

シナリオも設定して、高潮浸水シミュレーションを行っています。 
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表－２ 決壊条件のシナリオ 

堤防等 シナリオ１ シナリオ２ シナリオ３ 

盛土構造（土堤） 

計画高潮位・高水

位に達した段階で

決壊※１ 

天端を越流した 

段階で決壊※１ 
決壊しない 

コンクリート構造※２ 
天端を越流した 

段階で決壊※１ 

天端を越流した 

段階で決壊※１ 
決壊しない 

スーパー堤防等※３ 地形と同様に扱う 地形と同様に扱う 地形と同様に扱う 

水門、陸こう 

周辺の堤防等が 

決壊条件に達した

段階で決壊 

周辺の堤防等が 

決壊条件に達した

段階で決壊 

決壊しない 

防波堤等の沖合施設 
設計波を越えた 

段階で決壊 

設計波を越えた 

段階で決壊 
決壊しない 

 ※１ 海岸堤防では、許容越波流量を超えた段階でも決壊 

※２ 杭基礎式の特殊堤や重力式、緩傾斜式の堤防 

※３ 高規格堤防や背後地盤高が天端と同程度の海岸堤防を含む 

 

 
図－６ 堤防と潮位の関係（イメージ）

潮位・水位 

設計条件 
(計画高水位・計画高潮位)

潮位
許容越波流量 

波浪 

①計画高潮位等に達した段階 

 
②天端を越流した段階 

③許容越波流量を超えた段階（海岸堤防） 
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６ 高潮浸水シミュレーション条件の設定 

 

（１）計算領域及び計算格子間隔 

高潮浸水シミュレーションに当たって、計算領域を設定し、その領域を格子状に

分割して、格子ごとの水位や流速を計算する方法を用いました。 

計算領域は、台風による吸い上げ・吹き寄せやうねり等が精度良く評価可能な領

域を設定しました。 

計算格子間隔は、沿岸地形の影響による水位上昇や流速の変化、陸域への氾濫等

の高潮の挙動を精度良く評価可能な間隔を設定しました。 

最も広域の計算領域では 21,870ｍとし、東京港に近づくにつれ詳細な計算をする

ため小さなサイズの格子に引き継ぎ、陸域の浸水計算を実施する領域は 10m 格子と

し、格子を分割しました。 

計算領域及び計算格子間隔の設定位置図を図－７に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－７ 計算領域及び計算格子間隔の設定位置図 
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（２）計算時間及び計算時間間隔 

計算時間は、高潮の第一波ピークが A.P.+2.24m に低下した時点より１週間程度と

し、計算時間間隔は、計算が安定するように 0.25 秒間隔としました。 

 

（３）地形データの作成 

地形データは、表－３の資料を用いて作成しています。 

なお、7,290m 格子領域と 21,870m 格子領域の地形データは、ETOPO1 のデータを用

い、それよりも詳細な格子領域の地形データは首都直下地震モデル検討会（内閣府）

提供データを基本とし、10m 格子領域は最新の航空レーザ測量データを用いました。 

 

表－３ 地形データ作成に使用した資料 

データ名 提供機関 備  考 

東京都 1/2,500 地形図 東京都 背景図として使用 

航空レーザ測量 

データ 

H26 荒川下流航空レーザ

測量業務データ 
国土地理院 

DEM（数値標高モデル）データ（1m

メッシュもしくは 5m メッシュ）

を陸域の地形データ作成に利用 

H26 江戸川管内航空レー

ザ測量業務データ 

H27 荒川上流航空計測測

量業務データ 
国土交通省 

H29 5m メッシュ精密標高

データ（東京 23 区北東地

区、東京 23 区南西地区） 

国土地理院 

R1荒川下流航空レーザ測

量データ 
国土交通省 

東京港深浅測量成果データ 東京都 海域の地形データ作成に利用 

運河整備計画図 東京都 海域の地形データ作成に利用 

河川縦横断測量成果 

荒川 国土交通省 

堤防高・河床高の設定に利用 

多摩川 国土交通省 

江戸川 国土交通省 

中川 国土交通省 

綾瀬川 国土交通省 

河川計画縦断図 

中川、綾瀬川、新河岸川、

隅田川、神田川、古川、

石神井川、旧江戸川、吞

川、内川、目黒川、新川、

垳川 

東京都 堤防高・河床高の設定に利用 

ETOPO1 Global Relief Model 
NOAA：アメリカ

海洋大気庁 

7,290m 格子領域から 21,870m 格

子領域の地形データ作成に利用 

首都直下地震モデル検討会提供データ 内閣府 
上記データ群の範囲外の地形デ

ータ作成に利用 
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図－８ 作成した標高図 (10m 格子領域) 
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７ 排水条件の設定 

 

浸水域内の氾濫水は、潮位による自然排水だけでなく、排水施設（排水機場・ポンプ

所等）から河川・運河への強制排水も考慮しています。 

ただし、排水施設が浸水した場合は、排水機能が停止することとしています。 

なお、大規模な台風の上陸時には、浸水による送電設備の支障や強風による倒木等に

より断線が考えられるため、各排水施設は自家発電のみによる運転で排水するものと設

定しています。 

また、浸水等の影響により自家発電を継続するための燃料補給が困難な状況が想定さ

れるため、燃料が枯渇した場合には、それ以降は排水しない設定としています。 

したがって、排水施設が停止している場合は、浸水の継続時間が長くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)排水する場合            (b)排水施設が停止する場合 

 

図－９ 排水施設からの排水イメージ 

 

 

 

 

 

  

陸側 海 

河川 

海 

河川 
陸側 

水没等により機能停止 
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８ 高潮浸水シミュレーションの結果 

 

（１）浸水が想定される各区の浸水面積 

 

今回の高潮浸水シミュレーションにより浸水が想定される各区の浸水面積※は、表－４

のとおりです。 

 

表－４ 浸水が想定される各区の浸水面積 

区 浸水面積※(km2) 

千代田区 2.79 

中央区 3.73 

港区 4.51 

新宿区 0.48 

文京区 0.49 

台東区 5.65 

墨田区 12.02 

江東区 24.83 

品川区 5.15 

目黒区 0.04 

大田区 19.81 

北区 6.43 

荒川区 5.53 

板橋区 5.24 

足立区 21.07 

葛飾区 28.90 

江戸川区 37.04 

計 183.72 

 

 

※ 浸水面積は、河川等水域部分を除いた陸域部の浸水深 1cm 以上の範囲の面積を集

計したものです。小数点以下第三位を四捨五入しています。  
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（２）代表地点における潮位・水位 

今回の高潮浸水シミュレーションによる沿岸域における代表地点での潮位は、表－５

のとおりです。 

また、河川域における代表地点での水位※は、表－６のとおりです。 

次ページの図－１０には、それぞれの位置を示します。 

 

表－５ 沿岸域における代表地点での潮位 

代表地点 
潮位偏差 

(ｍ) 

潮位 

(A.P. ｍ) 

多摩川河口 2.45 4.69 

呑川河口 2.32 4.56 

目黒川河口 2.63 4.87 

高浜水門 2.77 5.01 

日の出水門 2.91 5.15 

古川河口 2.91 5.15 

築地川水門 2.99 5.23 

隅田川河口 2.99 5.23 

朝潮水門 2.96 5.20 

佃水門 3.04 5.28 

東雲水門 3.00 5.24 

辰巳水門 3.01 5.25 

新砂水門 3.45 5.69 

荒川河口 3.35 5.59 

旧江戸川河口 3.25 5.49 

沿岸域での最高潮位地点 3.76 6.00 

     ※ 小数点以下第三位を切り上げています。 

 

表－６ 河川域における代表地点での水位 

代表地点 
水位※ 

(A.P. ｍ) 

大島川水門  5.40 

源森川水門  5.89 

亀島川水門  5.39 

岩淵水門（隅田川側）  6.61 

岩淵水門（荒川側） 10.88 

今井水門  5.72 

上平井水門  7.43 

江戸川水閘門  6.04 

        ※ 小数点以下第三位を切り上げています。 
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図－１０ 代表地点における潮位（沿岸域）・水位（河川域） 

築地川水門 
A.P.+5.23m 

旧江戸川河口 
A.P.+5.49m 

荒川河口 
A.P.+5.59m 

新砂水門 
A.P.+5.69m 

多摩川河口 
A.P.+4.69m 

辰巳水門 
A.P.+5.25m 

佃水門 
A.P.+5.28m 

東雲水門 
A.P.+5.24m 

朝潮水門 
A.P.+5.20m 

隅田川河口 
A.P.+5.23m 

古川河口 
A.P.+5.15m 

日の出水門 
A.P.+5.15m 

高浜水門 
A.P.+5.01m 

目黒川河口 
A.P.+4.87m 

呑川河口 
A.P.+4.56m 

岩淵水門 
（隅田川側）A.P.+6.61m 
（荒川側）A.P.+10.88m 

源森川水門 
A.P.+5.89m 

上平井水門 
A.P.+7.43m 

今井水門 
A.P.+5.72m 

江戸川水閘門 
A.P.+6.04m 

大島川水門 
A.P.+5.40m 

亀島川水門 
A.P.+5.39m 

★ 

沿岸域での 
最高潮位地点
A.P.+6.00m 

沿岸域における 
潮位 

河川域における 
水位 
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９ 今後の取組について 

 

各区においては、今後気象情報や水位情報の伝達方法、避難場所や避難経路などが検討

され、地域防災計画への規定に取り組むとともに、これらの事項を記載した高潮ハザード

マップを作成し、住民の皆様に周知されることとなります。 

こうした取組により、住民の皆様の避難確保等が図られることとなります。 

引き続き、関係機関が連携して、想定し得る最大規模の高潮への対策の具体化に向けた

検討を行っていきます。 

なお、今後、高潮に関する新たな知見が得られた場合には、必要に応じて、この高潮浸

水想定区域図の見直しを行います。 
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【用語の解説】 

 

① 高潮 

台風や発達した低気圧が通過するとき、海水面（潮位）が大きく上昇することがあり、

これを「高潮」といいます。 

高潮は、主に「気圧低下による吸い上げ効果」と「風による吹き寄せ効果」が原因と

なって起こります。 

また、満潮と高潮が重なると高潮水位はいっそう上昇して、大きな災害が発生しやす

くなります。 

 

 ・気圧低下による吸い上げ効果 

台風や低気圧の中心では気圧が周辺より低いため、気圧の高い周辺の空気は海水を押

し下げ、中心付近の空気が海水を吸い上げ

るように作用する結果、海面が上昇します。

気圧が１ヘクトパスカル（hPa）下がると、

潮位は約１センチメートル上昇すると言わ

れています。（図１の「Ａ」の部分） 

例えば、それまで 1,000 ヘクトパスカル

だったところへ中心気圧 910 ヘクトパスカ

ルの台風が来れば、台風の中心付近では海

面は約 90センチメートル高くなり、その周

りでも気圧に応じて海面は高くなります。 

 

 

(http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kaigan/kaigandukuri/takashio/1mecha/01-2.htm) 

 

 ・風による吹き寄せ効果 

台風や低気圧に伴う強い風が沖から海岸に向かって吹くと、海水は海岸に吹き寄せら

れ、海岸付近の海面が上昇します。こ

の効果による潮位の上昇は風速の２乗

に比例し、風速が２倍になれば海面上

昇は４倍になります。 

また遠浅の海や、風が吹いてくる方

向に開いた湾の場合、地形が海面上昇

を助長させるように働き、特に潮位が

高くなります。（図２の「Ｂ」の部分） 

 

 

(http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kaigan/kaigandukuri/takashio/1mecha/01-2.htm) 

 

図１ 吸い上げ効果 

出典：国土交通省「高潮発生のメカニズム」 

B 

図２ 吹き寄せ効果 

出典：国土交通省「高潮発生のメカニズム」 

A 

http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kaigan/kaigandukuri/takashio/1mecha/01-2.htm
http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kaigan/kaigandukuri/takashio/1mecha/01-2.htm


 

- 24 - 

 

② 浸水域（図３参照） 

高潮や高波、洪水に伴う越波・越流によって海岸や河川からの氾濫水により浸水する

範囲です。 

 

③ 浸水深（図３参照） 

陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地盤面から水面までの高さです。 

図４のような凡例で表示しています。 

浸水深の目安は、一般的な家屋の２階が水没する程度の５ｍ、２階の床下まで浸かる

程度の３ｍ、大人の腰まで浸かる程度の１ｍ、１階の床高まで浸かる程度の０．５ｍと

なっています。また、浸水深が０．５ｍ未満であっても災害時要配慮者の方々にとって

は避難が困難となることや、氾濫した水の流速が速い場合には健常者の方々においても

避難が困難となることがあります。水平避難をする場合には、浸水する前に避難を完了

することが重要となります。風雨が強くなってからの避難は危険です。 

 

④ 高潮偏差（図３参照） 

天体の動きから算出した「天文潮位（推算潮位）」と、気象等の影響を受けた実際の潮

位との差（ずれ）を「潮位偏差」といい、その潮位偏差のうち、台風等が原因であるも

のを特に「高潮偏差」と言います。 

 

⑤ 朔望平均満潮位（図３参照） 

朔（新月）および望（満月）の日から５日以内に現れる各月の最大満潮面の平均値

（A.P.+2.1ｍ）です。 

 

⑥ 異常潮位（図３参照） 

黒潮の蛇行等様々な理由により潮位偏差が高い（あるいは低い）状態が数週間続く現

象です。 

今回の浸水想定では、過去に生じた異常潮位の最大偏差の平均（0.14ｍ）としていま

す。 

 

⑦ 高潮水位（図３参照） 

「朔望平均満潮位＋異常潮位」を加え、台風等に伴う高潮偏差の高さを表したもので、

台風襲来時に想定される海水面の高さを指します。 
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⑧ Ａ.Ｐ.（Arakawa Peil の略）（図５参照） 

明治６年 10 月、現在の中央区新川２丁目地先の隅田川に設置された霊岸島量水標の最

低潮位をもって定められた零位を基準とした高さの表示方法。 

荒川工事基準面といい、標高（T.P.）０ｍのとき、A.P.+1.1344ｍとなります。 

 

図５ A.P.、T.P.（標高）、Y.P.の関係 

出典：国土交通省荒川上流河川事務所「A.P.」 

(https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00184.html) 

（参考）Y.P.は、江戸川工事基準面といい、標高（T.P.）０ｍのとき、Y.P.+0.840ｍとなります。 

 

⑨ 河川整備基本方針 

今後の河川をどのように整備していくかといった将来にわたる基本的な河川整備の方

針を定めた計画です。 

 

⑩ 基本高水流量を基本とし現況施設を考慮した流量 

将来の河川整備の目標である河川整備基本方針で洪水防御の目標となる洪水流量が基

本高水流量ですが、ダム等の施設によって下流の洪水流量は基本高水流量よりも低減す

ることができます。 

また、上流の河道の整備が進んでいない場合は、基本高水流量が下流まで流下せずに

途中であふれるため、下流では流量が低減することになります。 

既存の洪水調節施設による調節、上流における河川堤防の天端越流を考慮して設定し

 図３ 高潮水位等の定義          図４ 浸水深の凡例 

⑤朔望平均満潮位＋

⑥異常潮位 

②浸水域（浸水深を着色）

③浸水深

⑦高潮水位

 

④高潮偏差 

https://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00184.html
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た流量が「基本高水流量を基本とし現況施設を考慮した流量」です。 

 

⑪ 計画高潮位 

高潮対策施設を整備する高さの計画の基準とする潮位で、現計画は、伊勢湾台風と同

規模の台風が、東京湾に最も被害をもたらすコースを進んだ際に発生する高潮

（A.P.+4.1m～+5.1m）を想定しています。 

 

⑫ 計画高水位 

基本高水流量から各種洪水調節施設での洪水調節量を差し引いたものを計画高水流量

といいます。 

計画高水位は、計画高水流量が河川改修後の河道を流下するときの水位のことです。 

 

⑬ 許容越波流量 

越波は、その量が大きくなると、護岸等の堤体そのものに被害を及ぼすだけでなく、

護岸及び堤防が防護すべき、背後の道路、家屋、港湾の施設等に浸水被害を及ぼします。 

今回の浸水想定における決壊条件では、伊勢湾台風の被害事例を解析して示された護

岸被災限界の越波流量（許容越波流量）を参考にしています。 

 

⑭ 高潮特別警戒水位 

  水防法第 13 条の 3に規定され、高潮により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起

こるおそれがある水位をいいます。 

潮位が高潮特別警戒水位に到達してから緊急安全確保が完了するまでに最低限必要な

所要時間を１５分として設定し、シミュレーションにおいて浸水開始までに設定した所

要時間（１５分）以上の時間が確保できるように高潮特別警戒水位を設定しています。 

  高潮により、海岸の潮位がこの水位に達したときは、都道府県知事は、関係市区町村

長に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、住民等に周知します。 

詳細は「東京湾沿岸（東京都区間）における高潮特別警戒水位の設定について」の説

明資料をご覧ください。 

 

⑮ 家屋倒壊等氾濫想定区域 

  想定最大規模の高潮により、堤防が決壊したり、水位が堤防を超過したりして氾濫が

発生した場合に、海や河川から流れ込んだ水の勢いによって、一般的な建築物において

倒壊・流失が生じるおそれがあると想定される区域を示すものです。 
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【Ｑ＆Ａ】 

 

Ｑ．高潮浸水想定区域図とは何か。 

Ａ．高潮に伴う現象によって浸水が想定される範囲を示した図面です。既往最大規模の台

風を想定し、東京都沿岸に被害をもたらす経路を台風が通過したときに発生する想定最

大規模の高潮を対象としています。 

 このような台風が接近・通過すると、気圧の低下や風による吹き寄せ効果によって高

潮が発生し、沿岸部の水位上昇や高波によって、海水が海岸堤防を乗り越えて氾濫した

り、河川では高潮の影響で水位が上昇し河川堤防を乗り越えて氾濫したりするなどして、

土地の浸水が発生します。更に、高潮によって海岸堤防や河川堤防が決壊すると、大量

の海水や河川の水がその土地に流れ込むことによって広範囲に浸水が及ぶとともに、浸

水深や流速が大きい場所では家屋の倒壊や流失の危険性が見込まれます。台風の通過後

は、高潮の収束に伴って潮位が下がっていきますが、低い土地などに浸水した水は排水

されずに残ったり、満潮位よりも低いゼロメートル地帯では高潮が収束した後も、満潮

時には堤防決壊地点から海水が流れ込み長期間にわたって浸水が想定されます。排水施

設などによる浸水排除が行われますが、場合によっては浸水が 1週間以上も継続すると

想定される地域もあります。このように高潮により想定される浸水災害について、高潮

浸水想定区域図により、浸水範囲、浸水深、浸水継続時間や、参考図により家屋倒壊の

危険がある区域をお示ししています。 

 定義として厳密な言い方をしますと以下のようになります。 

 水防法第十四条の三に基づき、想定し得る最大規模の高潮による氾濫が海岸や河川か

ら発生した場合に、浸水が想定される区域（高潮浸水想定区域）、想定される浸水の深

さを表示した図面です。更に、水防法施行規則第八条に基づき、浸水継続時間を表示し

た図面も高潮浸水想定区域図に含まれます。 

 なお、水防法に基づく図面の他に、東京都では参考図として、「堤防等の施設が決壊

しない条件での高潮浸水想定区域図」「家屋倒壊等氾濫想定区域図」も合わせて公表し

ています。 

 

Ｑ．高潮浸水想定区域図はどのように作成されているか。 

Ａ．令和 5 年 4 月に国が改定した「高潮浸水想定区域図作成の手引き Ver.2.11」に基づく

とともに、東京都が設置した「東京都における高潮浸水想定区域等検討委員会」におい

て海岸防災等の専門家からご助言をいただきながら検討を進めて作成したものです。 

 

Ｑ．高潮浸水想定区域図の検討では、どのような条件を見込んでいるか。 

Ａ．想定最大規模の高潮に加えて、河川では計画規模相当の洪水が同時に発生していると

いう非常に厳しい状況を見込んでいます。高潮と洪水が同時に発生している中で、海岸

や河川の水位が堤防等を乗り越えて氾濫したり、堤防等が決壊したりして流れ込んでき

た水によって市街地が浸水する状況を数値シミュレーションにより計算しています。 

 海域や陸域の地形条件、堤防・水門・排水機場等の施設の整備状況については、最新

のデータを用いていますが、地下街、地下鉄のような地下空間による浸水への影響や、
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船舶や瓦礫などの漂流物による被害への影響等は考慮しておりません。 

 

Ｑ．高潮浸水想定区域図の検討に用いた台風は具体にどのようなものを想定しているか。 

Ａ．我が国における既往最大級の台風を参考に東京都に甚大な被害をもたらすと考えられ

る台風を想定し、台風の中心気圧、半径、移動速度および移動経路等の諸元を設定しま

した。台風の中心気圧は室戸台風を参考に 910hPa、半径と移動速度は伊勢湾台風を参考

にそれぞれ 75km、73km/h としています。台風の移動経路は、東京湾への襲来方向が異

なる 3つの経路（キティ台風コース、伊勢湾台風コース、大正 6 年台風コース）を想定

しています。 

 

Ｑ．気候変動に伴う、台風の大型化や海面上昇は考慮しているか。 

Ａ．台風の大きさや勢力への影響や海面上昇等も含めて、気候変動の影響は見込んでおり

ません。 

 

Ｑ．高潮発生時に満潮が重なると被害が大きくなると言われているが、計算上の潮位条件

はどのように設定されているか。 

Ａ．朔望平均満潮位（A.P.+2.10m）に異常潮位（A.P.+0.14m）を加えた A.P.+2.24m の潮位

としています。朔望平均満潮位は、大潮時の満潮の平均値であり、異常潮位は、黒潮の

蛇行等様々な理由により潮位偏差が高い状態が数週間続く現象を見込んだものです。つ

まり、平常時では最も高いと考えられる大潮時の満潮に異常潮位を見込んだ潮位の時に

高潮が発生するという最悪の条件を想定していると言えます。 

 なお、高潮の第一波を過ぎてからは、氾濫した水の排水状況を計算するため、潮汐に

より満潮と干潮を繰り返す潮位条件を与えています。 

 

Ｑ．堤防の決壊条件はどのように設定されているか。 

Ａ．堤防の形式に応じて決壊条件は異なりますが、基本的に水位や波が一定の条件に達し

た段階で決壊するものとしています。ただし、スーパー堤防や高規格堤防などのように

幅の広い盛土が行われている箇所は決壊しないものとしています。 

 また、決壊条件によって浸水状況が大きく変わることから、東京都では 3 つの決壊シ

ナリオを設定しています。具体的には、水位が堤防の設計条件に達した段階（施設によ

っては堤防高未満）で決壊するシナリオ（シナリオ 1）、水位が堤防高に達した段階で決

壊するシナリオ（シナリオ 2）、堤防は決壊しないシナリオ（シナリオ 3）の 3 つです。 

 各シナリオにおいて高潮浸水シミュレーションを実施し、それらの浸水範囲、浸水深、

浸水継続時間等を最大包絡した結果を高潮浸水想定区域図として取りまとめています。 

 

Ｑ．高潮浸水想定区域図における浸水深等の最小表示単位はどの程度か。 

Ａ．高潮浸水シミュレーションについては、最小 10m×10m の格子で計算を行っていますの

で、高潮浸水想定区域図における浸水深等の最小表示単位は 10m×10m のサイズとなっ

ています。 
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Ｑ．台風襲来から何日後まで高潮浸水シミュレーションを行っているのか。 

Ａ．高潮の第一波ピーク後の潮位が A.P.+2.24m に低下した時点から約１週間後までを計算

対象としています。計算条件としての排水機場の機能停止や地形による自然排水を考慮

すると、計算上は、数日後には高潮による浸水範囲は変化しなくなるか、もしくは一部

地域においては海水の干満による変動内に収まるかのどちらかになるため、約 1 週間後

には計算を終了させるものとしています。このため、浸水継続時間については、最大ラ

ンクを 1 週間以上としています。 

 

Ｑ．排水施設はどのように考慮されているか。 

Ａ．排水施設として、水門、排水機場、ポンプ所等を考慮しています。 

 最大規模の台風襲来時には大規模な停電が想定されるため、排水施設は自家発電で作

動するものとし、その燃料が枯渇した場合には排水機能が停止するものとして設定して

います。また、操作設備が水没した場合は作動が不可能となるため、排水施設の実態に

応じて一定の高さまで浸水した場合には排水機能が停止するものとして設定していま

す。なお、手動で操作可能な一部の水門等については、上記によらず各施設の実態に合

わせて排水機能が確保できるものとして扱っています。 

 

Ｑ．従来公表されていた高潮浸水想定区域図（令和 2 年 7 月 14 日指定、令和 4 年 4 月 13

日一部変更）からの変更点は何か。 

Ａ．「高潮浸水想定区域図作成の手引き」の改定（令和 5年 4月）に基づき、従来よりも詳

細に検討を行っていますが、結果としては、対象とする台風経路（キティ台風コース、

伊勢湾台風コース、大正 6 年台風コース）、台風の諸元（中心気圧、半径、移動速度等）、

決壊シナリオの考え方、高潮浸水シミュレーション手法については、従来の公表図を検

討した時点から変更はありません。 

 主な変更点は、波浪の計算メッシュの細分化、実態に即した水門の開閉条件の変更、

海域・陸域の地形データおよび海岸保全施設・河川堤防等の最新の現況データへの更新、

排水計算に適用する天文潮位の時点更新となります。 

 

Ｑ．高潮浸水想定区域図の更新に伴う今後の予定はどうなるか。 

Ａ．各区においては、今後気象情報や水位情報の伝達方法、避難場所や避難経路などが検

討され、地域防災計画への規定に取り組むとともに、これらの事項を記載した高潮ハザ

ードマップを作成し、住民の皆様に周知されることとなります。 

 住民の皆様においては、高潮ハザードマップ等により浸水範囲や避難場所等を確認頂

き、高潮が想定される場合には適切な避難行動をお願いします。 

 

Ｑ．参考図の「堤防等の施設が決壊しない条件での高潮浸水想定区域図」はどのように活

用するのか。 

Ａ．仮に堤防等の施設が決壊しなくても越流等により広範囲の浸水が想定され、水平避難

等が必要であることを周知するため、参考図として公表しています（ただし、設計外力

以上の外力が発生しても、施設の安全性が確保されているということではありません）。 
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 この「堤防等の施設が決壊しない条件での高潮浸水想定区域図」はあくまでも参考で

すので、危機管理・避難体制構築においては、この参考図ではなく、堤防等が決壊する

条件を考慮した別図の水防法第十四条の三に基づく「高潮浸水想定区域図」を対策の対

象としてください。 

 

Ｑ．参考図の「家屋倒壊等氾濫想定区域図」はどのように活用するのか。 

Ａ．高潮による浸水が想定される区域内の住民の皆様においては、台風の接近により高潮

の発生が想定される場合には、関係機関による避難情報や気象情報に従って避難行動を

取って頂くとともに、家屋倒壊等氾濫想定区域（家屋倒壊の危険がある区域）の住民の

皆様につきましては、家屋内での避難は危険ですので、台風による風雨が強まる前に安

全な場所に避難してください。 
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＜改定履歴＞ 

年月日 改定内容 該当ページ 

令和２年７月１４日 「３ 記載事項」において、

水防法第十四条の三に基づ

き指定する区域に関する記

載を追記。 

P5,6 

「９ 今後の取組について」

において、高潮氾濫危険水位

の設定などの記載を時点更

新。 

P19 

用語解説の整理 P22 

令和３年１０月８日 高潮特別警戒水位の設定要

領が令和３年５月に一部改

正され、「高潮氾濫危険水位」

から「高潮特別警戒水位」へ

名称変更する。 

P6,19,22 

令和４年４月１３日 高潮特別警戒水位の設定範

囲を拡大 

P6,19 

令和６年１２月１９日 高潮浸水想定区域図の改定

に伴い記載内容を更新。 

P1～3,P5～12,P14～21,P24

～30 

令和７年４月１１日 高潮特別警戒水位の改定に

伴い用語解説を追加。 

P26 

 


